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① 食品衛生の見直しを図る研修

食の安全を守り、おいしい魅力ある食品を作る事業を目指して

Ｈ２２年度就労収入向上プロジェクト研修

就労支援事業所等を経営する皆様

５月７日（金）振興センター発ＦＡＸ・５月１３日（木）県のＨ２２年度事業概要説明にてご案内しております研

修の詳細内容および申込書を送付いたします。

食品メーカーにおいて産地偽装や賞味期限の不正表示などが行われ、食の安全や安心について

消費者から求められることが多くなってきましたが、滋賀県においても昨年「食品衛生基準条例」が改

正され、より安全性の高い衛生管理を行うことが必要となりました。こういった背景からも食品を製造・

加工している事業所は、食品衛生について厳しく管理をしていく必要があります。この研修は、行政か

らの指導講習のほか、手洗いの基本などをモデルを参考に実習していただく研修です。

【日時／会場】

➊ 平成２２年６月９日（水） １３：３０～１６：００

Ｇ－ＮＥＴしが 調理実習室

近江八幡市鷹飼町８０－４

➋ 平成２２年６月１０日（木） １３：３０～１６：００

大津公民館 料理実習室

大津市島の関１４－１

*終了時間が通知と変わっておりますのでご注意ください。

【定員】 ➊、➋とも４０名

【参加対象者】

食品を直接または間接的に扱う事業所の衛生責任者

【申込み締め切り】

Ｈ２２年５月２８日（金）１８：００

【その他】

・➊、➋とも同じ内容の研修です。定員に限りがありま

すので、どちらか一方の会場でお申込みください。

・定員を満たした時点で受付を締め切ります。

・参加は無料です。

平成２２年５月２０日（木）
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お問合せ・お申込先
社団法人 滋賀県社会就労事業振興センター

ＴＥＬ ０７７－５６６－８２６６ ＦＡＸ ０７７－５６６－８２７７

担当：林 

〒５２５-００３２ 滋賀県草津市大路２丁目１１－１５

ホームページは “滋賀県社会就労事業振興センター” で検索

【研修内容（２会場共通）】

◇１時限目＝食品衛生概論＝

季節を問わず発生する傾向にあるノロウィルスは、今までの食中毒を引き起こすウイルスとは違っ

た新しい予防の考え方が必要です。実際にあった食品事故の実例をもとに、恐ろしい食中毒をいかに

して未然に防ぐかなどを県食品安全監視センターの指導のもと学んでいただきます。

講師：滋賀県健康福祉部生活衛生課 食の安全推進室監視指導担当 参事 山形 哲夫氏

～休憩～

◇２時限目＝食品衛生実践＝

１時限目で学んだことを参考にして、では、実際の現場において利用者への衛生指導をどのように

行うのか？当事者をモデルにした手洗い方法などを実際に見ていただきます。また、服装など日々の

衛生チェックについても当事者のケースに置き換えて学んでいただきます。

講師：社会福祉法人共生シンフォニー がんばカンパニー 施設長 中崎 ひとみ氏

モデル：がんばカンパニー作業メンバー

事業所名

ふりがな

参加する衛生責任者名①

ふりがな

参加する衛生責任者名②
（定員を超えた場合、②の方の参加はお断りする場合がございます）

連絡先電話番号

食品に関わる事業

第一希望 （どちらかに○） ６月９日 ／ ６月１０日
参加希望日

第二希望 （どちらかに○） ６月９日 ／ ６月１０日

＊先着順で受け付けます。定員を超過した場合、自動的に第二希望の日にさせていただきます。

研修申込書
ＦＡＸ送付先

（０７７）５６６－８２６６

申し込み締め切り

Ｈ２２年５月２８日 １８：００


